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利根町教育委員会定例会会議録 

──────────────────── 

令和 2年 1月 22日  午後 2時 30分開会 

──────────────────── 

1．出 席 委 員                      

 

教 育 長   海老澤   勤 君 

教育長職務代理者   武 谷 昭 子 君 

                 委 員   石 井   豊 君 

           委 員   長 岡 純 子 君 

 

1．欠 席 委 員 

                    委 員   佐 藤 忠 信 君 

 

1．出席事務局職員 

学 校 教 育 課 長   青 木 正 道 君 

指 導 室 長   直 井 由 貴 君 

生 涯 学 習 課 長   久保田 政 美 君 

学校教育課長補佐   布 袋 哲 朗 君 

学校教育課主任   眞 仲 幸 穂 君 

 

1．議 事 日 程 

────────────────────────── 

議  事  日  程 

                          令和 2年 1月 22日（水曜日） 

                          午後 2時 30分開会 

 

 日程第 1 報告第 1号 利根町教育委員会後援名義の使用承認について（令和元年 12月

分） 

 日程第 2 議案第 1号 利根町指定有形文化財の指定について 

 日程第 3 その他   小中学校の卒業式・入学式について 

 

1．本日の会議に付した事件 

 日程第 1 報告第 1号 利根町教育委員会後援名義の使用承認について（令和元年 12月

分） 

 日程第 2 議案第 1号 利根町指定有形文化財の指定について 
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 日程第 3 その他   小中学校の卒業式・入学式について 

────────────────────────── 

午後 2時 30分開会 

○教育長（海老澤 勤君） 教育委員の皆様には，寒い中，お忙しい中，お集まりください

ましてありがとうございます。 

 ただいまより令和 2年 1月の教育委員会定例会を開催いたします。 

 きょうご審議いただく議案は，報告 1件，議案 1件の計 2件でございます。 

────────────────────────── 

○教育長（海老澤 勤君） 日程第 1，報告第 1号 利根町教育委員会後援名義の使用承認

について（令和元年 12月分）を議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

○学校教育課長（青木正道君） 皆さん，ご苦労さまでございます。 

 それでは，早速ですが，報告第 1号 利根町教育委員会後援名義の使用承認について（令

和元年 12月分）の説明をさせていただきます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 25条第 3項及び利根町教育委員会事務委任

規則第 4条第 2項の規定により報告するものでございます。 

 1件の申請があり，承認をいたしましたのでご報告をいたします。資料の裏面をごらんい

ただきたいと思います。 

 利根町民謡・民舞の祭典実行委員会が，第 7回「利根町民謡・民舞の祭典」を令和 2年 3

月 28日（土）に，利根町公民館におきまして開催するものでございます。 

 目的・内容といたしましては，利根町民を対象に，茨城県指定無形民俗文化財「利根地固

め唄保存会」の普及活動と伝承，発表の場として，利根町民に広く伝え，地固め唄保存に参

加を促すことを目的に開催されるものでございます。 

 報告第 1号の説明は，以上でございます。 

○教育長（海老澤 勤君） 説明が終わりました。 

 ご意見，ご質問などございますか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（海老澤 勤君） 報告第 1 号 利根町教育委員会後援名義の使用承認について

（令和元年 12月分）は，原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（海老澤 勤君） 続きまして，日程第 2，議案第 1号 利根町指定有形文化財の

指定についてを議題といたします。 

 担当課長より説明を求めます。 

○生涯学習課長（久保田政美君） それでは，お手元に配付の議案第 1号 利根町指定有形

文化財の指定についてご説明いたします。 
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 利根町文化財保護条例第 4 条第 1 項の規定により利根町指定文化財に指定したいので，

議案として今回提出するものでございます。提案理由でございますが，裏面をごらんくださ

い。 

 利根町文化財審議会において，修理が完了した「杉野東山の篆額（圓通閣）」でございま

すが，利根町指定文化財としてふさわしいものとの要望があったことから，利根町指定有形

文化財として指定するため提案するものでございます。 

 それでは，詳細についてご説明をさせていただきます。なお，時系列での説明をさせてい

ただきますので，資料がちょっと飛んだりすることがございますので，ご了解をいただきた

いと思います。 

最初に，資料の 4をご覧いただきたいと思います。 

 こちらの 4 枚目でございますけれども，利根町指定有形文化財申請書が提出されており

ます。この申請に基づきまして，同じ資料 4の 2枚目になりますが，利根町指定有形文化財

指定申請書受理に伴う事務局調査をいたしまして，利根町文化財保護審議会への諮問をし

たところでございます。 

 次に，資料の 3をお願いします。 

 その諮問を受けまして，資料 3 の裏面に記載がありますが，会議を 2 回開催しておりま

す。2回の審議会の会議を開催しまして，答申書を提出しております。この答申書の提出に

つきましては，遅くなってしまったことをおわび申し上げたいと思います。 

 答申書の内容としまして簡単にご説明いたしますと，下から 4行目，「「杉野東山篆額（圓

通閣）」については，町指定の有形文化財とするに値する価値のあるものと考えられるが，

「杉野東山篆額（圓通閣）」の劣化等が見受けられることから，修復後に文化財として指定

することが望ましい。」という結論となっております。 

 資料 2をご覧ください。 

こちらにつきましては，改修後の「杉野東山篆額（圓通閣）」になりまして，資料では見

づらいかもしれませんが，先ほど答申書の中でお話ししました劣化が激しいということで，

資料 2の 2枚目，（株）高岡建設というところで修理を行いまして，修理が完了したという

形になっております。 

 この（株）高岡建設につきましては，記載のとおり，円明寺，根本寺の建立に携わってお

り，また，徳満寺や泉光寺の修理実績がある業者のため，修理をお願いしたような状況です。 

 資料 1 の裏面を見ていただきたいのですが，改めまして代表者の方から改修した旨の連

絡がありまして，再度 12月 26日に会議を開催しております。このときは，審議会委員全員

参加のもと，現地の修理されました篆額を確認し，「内容について調査した結果，きれいに

修復がなされており，町の文化財として指定するにふさわしい」との結論にとなり，「改め

て利根町指定有形文化財の指定を強く望むものです。」ということで，「要望書」が提出され

ております。 

 それで要望書の提出を受けまして，今回，議案として提出をさせていただいたという経緯
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でございます。 

 説明につきましては以上でございますが，最後に参考資料 5としまして，現在の利根町の

文化財一覧表を提出しております。現在，利根町では 32ありまして，こちらが認められれ

ば，33という数になるような状況でございます。 

 以上で私の説明は終わります。ご審議のほうをよろしくお願いいたします。 

○教育長（海老澤 勤君） 説明が終わりました。 

 ご意見，ご質問などありましたら，お願いします。 

○委員（石井 豊君） 参考資料 No.1の裏面，第 2回利根町文化財保護審議会，令和元年

12 月 26 日となっておりますが，この案件に関する審議の回数では，第 3 回になりますか。 

○生涯学習課長（久保田政美君） 審議会の回数でいうと 3回になります。ただ，年度とい

うことで第 2回としております。 

○委員（石井 豊君） そうすると，資料 3が間違っていいて「第 2回」を「第 1回」とい

うことでよろしいですか。 

○生涯学習課長（久保田政美君） そうです。申しわけありません，訂正をお願いしたいと

思います。 

○教育長（海老澤 勤君） よろしいですか。 

○委員（長岡純子君） わからないのでお伺いをしますけれども，町の文化財に指定された

場合には，定期的に点検したりとか管理したりとか，そういうことはなさるわけですか。 

○生涯学習課長（久保田政美君） 年に 1回から 2回，文化財保護審議会を開催しておりま

して，そのときに，利根町の文化財の中からピックアップしまして確認をして，例えば老朽

化が激しいものにつきましては，直していただけるようお願いをしたり，また，場所を移動

してもらうなど，年に 1，2回巡視といいますか，確認をしている状況ではございます。 

○委員（長岡純子君） わかりました。 

○教育長（海老澤 勤君） よろしいですか。 

○委員（石井 豊君） 今回，町の文化財に指定されることについては，大変喜ばしいこと

かと思います。 

 ただ，1 点確認したい点がありまして，参考資料 No.4 の 4 枚目の利根町指定文化財申請

書が提出されておりますが，保護審議会委員の方が申請されるのでは，どうなのかなという

部分があるので，その辺についてどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。 

○生涯学習課長（久保田政美君） 確かに石井委員がおっしゃるように，申請者がこの審議

会のメンバーでも良いのかという話でございますが，本来は審議の際，今回申請された委員

については除くというお話が本当であるかとは思います。 

 ただ，今回，この審議会の席で，退席の必要はないという他の委員からの発言がありまし

て検討させていただいた結果，個人的な感情はなしということで，公平に審議を行っていた

だくということで，今回は退席せず審議をしていただいております。 

○委員（石井 豊君） わかりました。ちょっと不安に思ったのが，委員本人が申請してい
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ると，偏った考え方と言いますか，久保田課長の説明にもあったように，公平性が保たれる

かというところが心配だったのでお伺いしたところです。そういうことであれば，特によろ

しいのではないかなと思います。ありがとうございました。 

○生涯学習課長（久保田政美君） 大変申し訳ありません。補足してちょっとご報告させて

いただきます。 

 今回の文化財の指定に関する要望につきましては，文化財保護審議会の委員が満場一致

で承認をいただいおりますので，補足してご報告いたしました。 

○教育長（海老澤 勤君） そのほかいかがでしょうか。 

 私からも一つ聞きたいのですが，参考資料 2の（株）高岡建設の補修作業風景の写真は，

どなたが撮ったのですか。 

○生涯学習課長（久保田政美君） この写真をどなたが撮影したかというのは，ちょっとわ

からないですが，おそらく業者，（株）高岡建設の方が撮影したのではないかと思っていま

す。 

○教育長（海老澤 勤君） もう一ついいですか。 

 この参考資料 No.1要望書が，文化財保護審議会委員長名で提出さていますが，その文言

の中に，「内容について審議した結果，きれいに修復がなされており，」となっていますが，

私は，必ずしもきれいに修復されていることが文化財の条件としてふさわしいとは，思わな

いです。 

 かえって，手を加えることで，その歴史的な価値が損なわれる場面もなきにしもあらずと

思いますので，必要以上に手は加えないで，現状維持をベターとするというところ，雨風に

さらされないようにするとかといったところが確かにこれから必要だろうと思います。 

○委員（長岡純子君） この（株）高岡建設というのは，香取市ですね。円明寺や根本寺，

今，徳満寺も補修中なのでしょうけれども，利根町に寺社を修復できるような建設会社はな

いのですか。 

○生涯学習課長（久保田政美君） 利根町には，ないと思います。特別な技術，宮大工では

ないと思いますが，それに近い修復の腕を持った人じゃないと，多分難しいとは思います。 

○委員（長岡純子君） わかりました。 

○教育長（海老澤 勤君） よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（海老澤 勤君） では，議案第 1号 利根町指定有形文化財の指定については，

原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（海老澤 勤君） 続きまして，日程第 3，その他。 

 小中学校の卒業式・入学式について，担当課から説明お願いいたします。 

○学校教育課長（青木正道君） それでは，小中学校の卒業式・入学式についてご説明いた

します。 
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 A4版 1枚，【その他】 小中学校の卒業式・入学式についてをご覧いただきたいと思いま

す。 

 1 卒業式，まず，中学校でございますが，日程が，令和 2年 3月 12日（木）の午後でご

ざいます。時間のほうは，追って連絡を差し上げたいと思います。 

 出席者といたしましては，教育長と教育委員，全員出席をしていただくということで，祝

辞のほうを教育長に述べていただく形でお願いしたいと思います。 

 小学校の卒業式でございますが，日程が，令和 2年 3月 19日（木）の午前で，こちらも

時間につきましては，追って連絡をさせていただきたいと思います。 

 教育長，教育委員の方に，ローテーションで小学校 3校を回っていただいております。 

 教育長は，文小学校，布川小学校，文間小学校を順に回っていただいておりまして，教育

委員は，文間小学校，布川小学校，文小学校という順で回っていただいております。 

 ことしの 3月 19日に行われます小学校卒業式で申し上げますと，文小学校に海老澤教育

長と武谷委員，布川小学校に長岡委員と石井委員，文間小学校に佐藤委員で，出席していた

だいております教育委員に祝辞を例年お願いしておりますので，文小学校は武谷委員，布川

小学校は長岡委員と石井委員のどちらかお決めになっていただいて，祝辞を述べていただ

く。また，文間小学校は佐藤委員が祝辞を述べていただくという形になります。 

 裏面をご覧いただきたいと思います。 

 入学式でございます。 

 小学校の入学式ですが，令和 2年 4月 7日（火）の午前，こちらも時間に関しましては，

後日ご連絡をさせていただきます。 

 文小学校に武谷委員と佐藤委員，布川小学校に海老澤教育長と長岡委員，文間小学校に石

井委員に出席をお願いしたいと思います。 

 小学校の入学式に関しましては，祝辞は，なしという形になります。 

 続きまして，中学校の入学式でございます。 

 同日の 4月 7日（火），午後からになります。時間のほうは，後日連絡をさせていただき

ます。 

 出席者といたしましては，教育長，教育委員全員に出席をしていただきまして，祝辞は教

育長にお願いをいたします。 

 昨年のスケジュール等を確認したのですけれども，私は，中学校のほうは入学式も卒業式

も出席せず，私はあくまでも町部局，町長が小学校を 1人で 3カ所回れませんので，町長，

総務課長，学校教育課長が，各小学校へ行って祝辞を述べるという形で出席をさせていただ

きます。 

 説明のほうは以上でございます。 

○教育長（海老澤 勤君） 何か質問などありますか。 

○委員（石井 豊君） 礼服でなくても良いのでしょうか。 

○学校教育課長（青木正道君） そうですね，はい。 
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○教育長（海老澤 勤君） その他のその他で何かございますか。 

○委員（長岡純子君） 2月 16日に駅伝がありますよね。そのときで，閉会式の表彰式で，

去年も一昨年も思っていたのですけれども，表彰式に出る人は大体決まっているわけです

よね。優勝チーム，2位，3位は，もう大体決まっているわけですので，それで発表するわ

けですから，そのチームの人たちはわかっている訳なので，そのチームの中でも誰が表彰を

受け取るのかということを前もって決めてもらって，言われたら，「はい」と返事をして，

アスリートらしい言動をしてもらいたいと私は，思っていたんですね。 

 あの寒い中で，もたもたして「誰が出る」みたいな感じだと思うので，そのことを開会式

の注意事項とかがありますから，そのときに言っていただけたらありがたいなと思います。 

○教育長（海老澤 勤君） 課長，どうですか。 

○生涯学習課長（久保田政美君） 入賞チーム，表彰するチームについては，その旨，事前

に決めておいてもらって，スムーズに受けるように話をしたいと思います。 

○委員（長岡純子君） よろしくお願いします。 

────────────────────────── 

○教育長（海老澤 勤君） そのほかいかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（海老澤 勤君） ないようですので，令和 2年 1月の教育委員会定例会を閉会い

たします。 

午後 2時 58分閉会 

 

   


